会員の皆様へ　　　　　　　　　　　　
関市西商工会
	源泉所得税特例納付個別相談のご案内


青色専従者や従業員・アルバイトの給料に対する納期特例の源泉所得税（１～６月分）は、７月１０日までに納付しなければなりません。
　商工会では、この納付手続きの相談日を下記日程により開設いたしますので、ご活用下さいますよう案内申し上げます。
記
１．納付相談期間　　　令和８年７月１日（水）～１０日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土日は除く
ご都合の良い時間にお越し下さい。また事前にご連絡下されば待ち時間が
少なくなるように調整いたします。
　※板取支所は予約制とさせていただきますので、必ず事前にご連絡ください。

２．場所および日時　　
①関市西商工会　武芸川本所　7/1～7/10
【℡：0575-46-3631】　　　（午前9時～午後4時）
②関市西商工会　板取支所　　7/7
【℡：0581-57-2654】　　　（午前10時～午後3時）
３．持参するもの　
① 令和８年分源泉徴収簿
（１～６月までの給与額・源泉税額等を記入してきてください。また源泉徴収簿に記入していない方は、１～６月までの給料支払いのわかる給与明細等をご持参ください）
② 令和７年分源泉徴収簿(年末調整したもの)・納付書控(7～12月分)
③ 納付書（税務署より送付されています）

　　　　　　　　　　　　
＊納付額が「０」でも報告しなければなりません。
＊＊＊記帳機械化ご利用の皆様へ＊＊＊　
帳簿の提出もよろしくお願いします。
この事業は岐阜県の補助を受けています

